特定公共賃貸住宅（地域優良賃貸住宅）の入居申込みに際して・・
●特定公共賃貸住宅（地域優良賃貸住宅）とは・・・
特定公共賃貸住宅（地域優良賃貸住宅）とは地域優良賃貸住宅制度に基づき、子育て世帯等の中堅所得者等、地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯のために、低廉な家賃で賃貸することを目的に建設された公共の建物です。
　民間の住宅とは違い、家賃については補助金が投入されており、即ち私達の税金が利用されていることから低廉な家賃で居住できます。
　したがって入居する際には、いくつかの制約があります。

●制約事項　・・・相良村特定公共賃貸住宅管理条例（主な規定の要約）
・所得制限・・・入居申し込み時に提出された証明書類にて世帯の収入を調査します。世帯所得が基準に該当しない場合は入居できません。（所得証明の提出）
・住宅困窮度・・・住宅困窮度合が大きい方が優先されます。優先順位がつけられない場合は、抽選となります。
・地方税を滞納されている場合は、入居できません。
・入居希望の世帯員の中に暴力団がいた場合には、入居できません。警察に照会する場合があります。
・その他相良村特定公共賃貸住宅管理条例にある事項

●申込みに際し必要な書類
	□・特定公共賃貸住宅入居申込書・・・記入に際し不明な点は提出時お尋ねください。

	□・入居応募理由　・・・・　選考委員会においての重要な参考資料となりますので、住宅に困窮する理由をできるだけ詳しく記入してください。

	□・入居希望者全員の住民票（☆個人番号（マイナンバー）を利用する場合は省略可）

	　  ※婚姻予定の方は、婚姻証明書も添付してください。

	□・入居者全員の直近所得のわかる書類（☆個人番号（マイナンバー）を利用する場合は省略可）

	　  ※所得証明書、源泉徴収票など

	□・地方税の未納がない証明書

	□・連帯保証人予定者２名の住所・氏名・連絡先を記載㊞した書類
□・入居者選考資料チェック表
□・（任意）個人番号利用目的同意書（☆個人番号（マイナンバー）を利用する場合に提出が必要）



☆入居申込みにおける個人番号（マイナンバー）の利用方法については「村営住宅手続きにおけるマイナンバー利用の手引き」をご覧ください。
